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第１章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 
 
１．環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき，当社は環境の保全の見地からの意見を求

めるため，方法書を作成した旨及びその他事項を公告し，方法書及びその要約書を公告

の日から起算して１月間縦覧に供した。 
 

(1) 公告の日 
平成 25 年 3 月 29 日（金） 
 

(2) 公告の方法 
① 平成 25 年 3 月 29 日（金）付けの次の日刊新聞紙に「公告」を掲載した。 

［ 別紙 1参照 ］ 

・秋田魁新報（朝刊）  
 
② 上記の公告に加え，次の「お知らせ」を実施した。 

・各自治体の広報誌へ掲載した。             ［ 別紙 2-1～2-2参照 ］ 
広報おが   4 月号（No.121）P37 
広報みたね  4 月号（No. 85）P 16 
広報おおがた  4 月号（No.493）P 27 

・自治体ホームページ（秋田県, 大潟村）及び当社ホームページへ掲載した。 
 ［ 別紙 3-1～3-4参照 ］ 
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(3) 縦覧場所 
自治体庁舎 4 箇所及びインターネットの利用による縦覧を実施した。 
① 自治体庁舎 
・男鹿市役所 3 階総務企画課 （船川港船川字泉台 66－1） 
・男鹿市役所 若美総合庁舎 （角間崎字家ノ下 452） 
・三種町役場 1 階ロビー （山本郡三種町鵜川字岩谷子 8） 
・大潟村役場 環境エネルギー室カウンター （南秋田郡大潟村字中央 1-1） 

   ② インターネットの利用 
    当社ホームページに方法書の内容を掲載した。 

 
(4) 縦覧期間 

平成 25 年 3 月 29 日（金）から平成 25 年 4 月 30 日（火）までとした。 
自治体庁舎は午前 9 時から午後 5 時まで（土・日曜日，祝日を除く）とし、インタ

ーネットは縦覧期間中常時アクセス可能とした。 
 

(5) 縦覧者数 
総数     0 名 
（内訳）男鹿市役所 3 階総務企画課     0 名 

男鹿市役所 若美総合庁舎      0 名 
三種町役場 1 階ロビー      0 名 
大潟村役場 環境エネルギー室カウンター     0 名 

 

２．環境影響評価方法書についての説明会の開催 
「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成 23 年法律第 27 号）第 7 条の 2 の規定

に基づき，方法書の記載事項を周知するための説明会を開催した。 
説明会の開催の公告は，方法書の縦覧等に関する公告と同時に行った。 

［ 別紙 1参照 ］ 

 

(1) 開催日時 
 ①平成 25 年 4 月 13 日（土）19 時 00 分から 20 時 20 分まで 

 ②平成 25 年 4 月 14 日（日）19 時 00 分から 20 時 00 分まで 

 ③平成 25 年 4 月 15 日（月）19 時 00 分から 20 時 30 分まで 

 
  



 

3 
 

(2) 開催場所 
 ①若美農業者トレーニングセンター（秋田県男鹿市） 
 ②三種町せいぶ館（秋田県三種町） 
 ③大潟村村民センター（秋田県大潟村） 

 

(3) 来場者数 
来場者数 ①2 名 ②2 名 ③4 名 

 

３．環境影響評価方法書についての意見の把握 
「環境影響評価法」第 8 条の規定に基づき，当社は環境の保全の見地からの意見を 
有する方の意見書の提出を受け付けた。 
 

(1) 意見書の提出期間 
平成 25 年 3 月 29 日（金）から平成 25 年 5 月 14 日（火）までの間 

（縦覧期間及びその後 2 週間とし、郵便受付は当日消印有効とした。） 
 

(2) 意見書の提出方法                     ［ 別紙 4～5 参照 ］ 

① 縦覧場所及び説明会会場に備え付けた意見書箱への投函 
② 当社への郵送による書面の提出 
 

(3) 意見書の提出状況 
意見書の提出は 1 通，意見総数は 16 件であった。 
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第２章 環境影響評価方法書について提出された環境の保全の見地からの意見

の概要とこれに対する当社の見解 
 

「環境影響評価法」第 8 条第１項の規定に基づき,環境影響評価方法書について，環境の

保全の見地から提出された意見は 16 件であった。 
 
「環境影響評価法」第 9 条及び「電気事業法」第 46 条の 6 第 1 項の規定に基づく，方

法書についての意見の概要並びにこれに対する当社の見解は，次のとおりである。 
 

環境影響評価方法書について提出された意見の概要と当社の見解 

 

１．動物・植物・生態系 

No. 意見の概要 当社の見解 
1 対象事業実施区域の選定について 

大潟村及び周辺の八郎潟干拓地は重要な

鳥類生息地であり、このような場所に巨

大な風車群が建設されると、鳥の繁殖や

移動の妨げになり、天然記念物や絶滅危

惧種がバードストライクに遭う可能性が

非常に高くなると考える。また、バード

ストライクだけでなく、ガン類やチュウ

ヒが風車群を忌避することによって、生

息地や採食地の放棄が起き、それらの生

存率が低下する懸念も十分に考えられ

る。このようなことから、本事業は、ガ

ン類やチュウヒなど希少鳥類の生息に大

きな影響を及ぼす可能性が非常に高く、

風力発電施設の建設には不適切な場所で

あり、対象事業実施区域の見直しを行う

べきである。 

ガン類に代表される鳥類については、十分

な調査を行った上で、影響を回避、低減す

るための保全措置の実施を検討し、影響を

予測、評価してまいります。 

なお、チュウヒに関しては、対象事業実施

区域周辺における生息情報は得られており

ません。 

2 計画区域周辺における希少猛禽類及びガ

ン類等越冬鳥類の調査範囲について 
チュウヒサミット 2010 での報告による

と、北海道の勇払原野での調査結果を基

に GIS 解析によって計算されたチュウヒ

の行動範囲は広く、最外殻法で約 6000ha
であった。このことから、チュウヒなど

希少猛禽類の生息状況に関しては、大潟

村から飛来するものも含め、営巣場所、

採餌場所を広く含む範囲で行動生態を把

握できるよう、調査範囲を見直し、行動

方法書においては、対象事業実施区域及び

その周辺 1.5km 程度を調査範囲として設定

しておりますが、猛禽類の出現状況に応じ

て、その営巣場所や採餌場所が含まれるよ

う、適宜変更し、行動圏の内部構造の把握

に努めてまいります。また、ガン類のねぐ

らや採餌場所が含まれるよう、適宜変更し

てまいります。 
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圏の内部構造について十分な調査を実施

すべきである。 

また、ガン類など越冬する鳥類において

も、ねぐらと採餌の位置が離れており、

かつ、それらは日によっても異なり、広

い範囲を移動、利用する傾向が強い。こ

のことからも、大潟村全域を含む範囲で、

その行動様式や利用形態を把握できるよ

う、調査範囲を見直すべきでる。 
3 2.1-4(5) 表 2.1-1(2) 

事業計画策定時の環境配慮事項について 
計画区域及びその周辺で希少猛禽類等の

重要な鳥類の繁殖が確認された場合、繁

殖を妨げないよう、繁殖期間中は工事を

中止するなどの配慮を実施する旨を記載

すること。 

現地調査の結果を踏まえ、準備書において

はご指摘のような工事期間の配慮事項も含

めた保全措置を検討してまいります。 

4 4.2-31~31(163~164) 表 4.2-10(2)、表

4.2-10(3) 
調査地域及び調査期間について（b-イ 

渡り鳥、b-ウ 猛禽類以外の鳥類） 
渡り鳥に関しては、計画区域周辺 5km 程

度の範囲まで把握できるよう、調査範囲

を設定すべきである。また、ガン類など

の越冬鳥類も調査対象とし、計画区域周

辺 5km 程度の範囲まで把握できるよう、

調査範囲を設定すべきで、越冬鳥類に関

する調査期間等についての項目を追加す

ること。 

渡り鳥に関しては、当該地域における主た

る飛行経路の位置、高度を把握することが

影響を評価する上で重要であると認識して

おります。そのため、渡り鳥に関する調査

範囲は、その確認状況を踏まえて適宜拡大

いたします。 

また、冬季の調査時においては、対象事業

実施区域周辺において越冬する鳥類の状況

についても把握に努めるようにいたしま

す。 

5 4.2-31(163) 表 4.2-10(2) 
調査地点について 
定点観測及び空間飛翔調査の地点につい

ては、調査にあたり、適切な視界を有し

ているかどうかを、視野図をもって示す

こと。 

空間飛翔調査につきましては、設置予定の

風力発電機の大きさを想定した調査範囲と

なりますことから視野図は作成しません。

一方で、定点観察については、調査範囲が

どの程度であったかを明確にする必要性を

勘案し、各定点からの視野図を作成し、準

備書に記載いたします。 
6 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 

調査期間について（a-ア 哺乳類・鳥類） 
鳥類の調査期間については、「春、夏、秋、

冬の四季の実施とする」と記されている

が、春の渡り時期、繁殖期、秋の渡り時

期、越冬期などと具体的に表現し、少な

くとも年に 5 期分は調査を行うこと。な

お、チュウヒが調査対象となる場合は、

春秋の渡り時期については渡り鳥調査にお

いて把握に努めます。「四季の実施」とあり

ますのは、これらとは別途に実施する鳥類

相に関する調査期間を指しており、この中

には鳥類の繁殖期である春季も含めており

ます。また、チュウヒ関しては対象事業実

施区域周辺における生息情報は得られてお

りませんが、猛禽類に関する調査期間は、
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つがい形成期、造巣期、産卵期、抱卵期、

孵化期、育雛期など、チュウヒの繁殖生

態に合わせて調査時期を設定すること。 

同種のつがい形成期、造巣期、産卵期、抱

卵期、孵化期、育雛期まで、各月 1 回の頻

度で調査を行うこととしております。 
7 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 

調査期間について 
計画区域周辺でどのような鳥類が繁殖、

越冬、春秋の渡りを行っているか、その

全容を掴むためには単年度調査では不十

分であり、各年ごとに生息や気象の条件

に変動がある事を踏まえ、少なくとも 2
年以上継続して調査を実施すること。な

お、チュウヒについては、繁殖状況に年

変動がある事を踏まえ、少なくとも 3 年

以上継続して調査を実施すること。 

現地調査は 1 年間を基本といたします。そ

の上で、調査結果に対する専門家等からの

意見聴取を行いながら、ご指摘のような年

の変動性を検討し、影響を予測、評価する

際に考慮するようにいたします。 

8 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 
調査期間について 
鳥類の渡り時期の移動経路の調査につい

ては、渡り時期の幅が広いことから、春

季調査については 3 月中旬頃～5 月、秋季

調査については 8 月中旬～11 月中旬とす

るなど、十分な配慮が必要である。 

調査期間は対象事業実施区域周辺を渡り時

に通過する可能性のある水鳥類を対象に、

それらのピークと考えられる時期に設定し

ましたが、補完的に 4 月、5 月、8月、9月

に実施する他調査時においても、把握に努

めます。 

9 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 
調査期間（調査回数）について 
チュウヒも含め猛禽類における調査は 1
回を 3 日間とし、必ず月に 2 回以上は行

うこと。特に、猛禽類やガン類の風車へ

のバードストライクは、天候不良時に起

きやすいことが知られていることから、

好天時のみならず、風雪や強風、霧の日

など、悪天候時の行動様式についても、

別途、調査を実施すること。 
また、渡り鳥及び越冬鳥類における調査

については、渡りや越冬時期に出現する

鳥種が、短期間中でも変化することから、

各調査は、少なくとも 2 週間に 1 回（1
回につき 3 日間）程度実施すること。 

猛禽類調査は月 1 回各 3 日間を基本として

いますが、他の渡り鳥調査時や鳥類相調査

時にも把握に努めます。猛禽類調査におい

て調査期間中には悪天時の行動についても

留意して観察いたします。 

また、渡り鳥調査も月 1 回 3 日間を基本と

していますが、他の猛禽類調査や鳥類相調

査時にも把握に努めます。 

 

10 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 
予測の基本的な手法について 
鳥類の衝突の可能性に関しては、環境省

による手引きに掲載されているものだけ

でなく、専門家に意見聴取するなどして

最新の予測モデルを用い、衝突確率につ

いて評価を行うこと。 

衝突確率の予測においては、「鳥類等に関す

る風力発電施設立地適正化のための手引き

（平成 23年 1月，環境省自然環境局野生生

物課）に記載される手法を含め、最新の知

見等を踏まえた複数の予測手法を選定し、

予測結果を比較できるようにいたします。 
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11 4.2-32(164) 表 4.2-10(3) 
予測の基本的な手法について 
チュウヒやガン類が計画区域およびその

周辺を利用している場合、衝突だけでな

く、風車の建設による生息地破壊及び忌

避効果が生み出す生息地放棄が、チュウ

ヒやガン類の生息に与える影響（例えば、

個体数の減少や生存率の低下など）の有

無や程度についても、予測を行うこと。 
また、建設前における餌場としてのヨシ

原の価値と、風車の建設による餌場の喪

失によるチュウヒへの影響についても予

測、評価すること。 

鳥類に関しては、衝突のみならず、生息環

境に及ぼす影響についても予測、評価いた

します。 

なお、対象事業実施区域周辺にはヨシ原は

確認されておりません。 

12 4.2-34(166)  表 4.2-11 
ラインセンサスについて 
鳥類に関するラインセンサス法での調査

については、各調査期において確認種数

が飽和するよう、1 回の調査につき 4 回の

センサスを実施すること。もしくは、ス

ポットセンサス法を用いることを検討す

ること。 

繁殖期にはラインセンサスを複数回行うこ

とで、より正確な鳥類相の把握に努めます。 

13 4.2-34(166)  表 4.2-11 
空間飛翔調査について 
一般鳥類については空間飛翔調査を行

い、計画区域における鳥類の空間的な利

用状況を把握すること。また、空間飛翔

調査では飛行高度の計測を行い、飛翔高

度を正確に把握するための、高度が分か

るレーザー距離計を用いること。さらに、

ビデオカメラによる画像撮影やその他の

機器を用いるなどして、飛翔の速度や方

向、距離や飛翔範囲などについても調べ

ること。 

方法書に記載のとおり、空間飛翔調査を実

施し、鳥類の空間的な利用状況の把握に努

めます。調査時には、可能な限りレーザー

測距儀やビデオを併用することとし、より

正確なデータの取得に努めます。 

14 レーダー調査の利用について 
鳥類の渡り時期の移動経路に関する調査

については、計画区域及び周辺の地形、

植生、社会的状況が許す範囲で、昼夜間

のレーダー調査を実施すること。また、

チュウヒやガン類の行動範囲はかなり広

いことから、目視のみではなく、できる

だけレーダーを用いた調査を実施するこ

と。 

昼間の渡り鳥や猛禽類に関しては、調査地

定点を広域的に配置することで、飛行経路

を網羅できるようにしたいと考えます。 

夜間の渡り鳥に関しては、鳴き声などの聴

取により把握に努めたいと考えます。 

15 本方法書の確定にあたっては、公開を前 関係機関の審査は公開の下で行われ、また
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提として、有識者からの意見聴取を行う

こと。 
その意見等についても公表されます。 

16 環境調査中においても、随時、調査が適

切に行われているか等を検討し、風力発

電と野鳥との共存が図られるよう、複数

の有識者からなる公開を前提とした委員

会を設置し、必要な検討や提言を受ける

こと。 

環境影響評価法に基づき、国、地方公共団

体から諮問された有識者からなる審査会等

において審査されますことから、他に委員

会を設けることはしませんが、より広く情

報を得ることを目的とした個別の意見聴取

は、引き続き公開を前提として実施してま

いります。 
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日刊新聞に掲載した公告 
 

・秋田魁新報（朝刊 10 面） 

  

ここここここここここここここここここ

[別紙 1] 
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自治体広報誌への掲載 
 

「広報おが」4 月号掲載 

 
 

 
「広報みたね」4 月号掲載 

 
  

[別紙 2－1] 
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「広報おおがた」4 月号掲載 

 

  

[別紙 2－2] 
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秋田県ホームページ掲載内容 
 

○平成 25 年 3 月 29 日（金）より，環境管理課 イベント・お知らせに掲載 

 

  

[別紙 3－1] 
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大潟村ホームページに掲載 
 

○行事予定に掲載 

 
  

[別紙 3－2] 



 

14 
 

当社ホームページに掲載したお知らせ 
 

○平成 25 年 3 月 29 日（金）よりお知らせに掲載 

 

  

[別紙 3－3] 
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  平成 25 年 3 月 29 日 

各 位  

  
日本風力開発株式会社  

代表取締役 塚脇 正幸  

  

「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」電子縦覧のお知らせ 
  
「環境影響評価法」に基づき、「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」を作成し、 

下記により縦覧に供しますので、お知らせいたします。  

  
記 

  
１．事業者の名称  日本風力開発株式会社  

２．縦覧書類  「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」  

３．閲覧方法  縦覧をご覧頂く場合はお手数ですが下記ＵRL にアクセス 

 してください。  

  http://www.jwd.co.jp/pdf/wakami130329-130430.pdf 
 ４．縦覧期間  平成２５年 ３月２９日（金）～ ４月３０日（火）  

 ５．意見書受付期間  平成２５年 ５月 １日（水）～ ５月１４日（火）  

 ６．意見書受付方法   環境の保全の見地からご意見のある方は、書面にて住所・

氏名・意見（意見の理由を含む）をご記入の上、郵送にて

下記の送付先までご送付ください（最終日当日消印有効）。  

 ７．意見書ご送付先  〒０３９－３２１２  

 青森県六ヶ所村大字尾駮字家ノ前１番地６０  

 日本風力開発株式会社 東北本社  

  
 ８．本件お問い合せ先  日本風力開発株式会社 東北本社 担当 東間  

 ＴＥＬ．０１７５－７１－１６１７  

  ９時００分～１７時００分（土・日・祝日を除く）  

以 上 

[別紙 3－4] 
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             お 知 ら せ 
 
「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」を次のとおり備え付けておりま

すので、ご覧ください。 
 
1. 縦覧期間 

平成２５年３月２９日（金）から平成２５年４月３０日（火）まで 
(ただし、土・日を除きます。) 

 
2. 縦覧時間 

午前９時～午後５時 
 
3. 意見書の記入 

環境影響評価方法書をご覧になられた方は、恐れ入りますがご意見の有無に

かかわらず、備え付けの用紙に住所・氏名を必ずご記入の上、ご投函ください。 
 
4. 意見書の受付 

「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」について、環境の保全の見地か

らご意見をお持ちの方は、備え付けの用紙のご意見欄に意見の理由を含めてご

記入の上、意見書箱にご投函頂くか、下記問い合わせ先住所までご郵送願いま

す。 
 

5. 意見書の受付期間 
平成２５年３月２９日（金）～平成２５年５月１４日（火）まで（必着） 
 

6. 問い合わせ先 
◆日本風力開発株式会社 担当：東間（とうま） 

電話：０１７５－７１－１６１７（１０：００～１７：００） 

 〒０３９－３２１２ 青森県上北郡六ケ所村 

大字尾駮字家ノ前１番地６０ ＳＯＵＷＡビル 

 
以上 

[別紙 4] 
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「若美風力発電事業 環境影響評価方法書」 

 

閲覧用紙 

 
 
ご住所                
 
 
ご氏名                 
 

ご意見があれば、下欄にご記入願います。 

                                   
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
    

 

[別紙 5] 
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